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タイトル
工事中に事故を起こした業者の指名停止につ
いて

下記のとおり指名停止処分を行いました。

記

１.指名停止となった有資格業者

名 称 ： 船戸建設

所在地 ： 長崎県南島原市加津佐町乙１８２３

２.指名停止の期間

令和２年８月７日から令和２年８月２０日まで （２週間）

３.指名停止の理由

令和２年４月２７日に、南島原市発注の「上内野前田地区 田 災害

復旧工事」において、南島原市加津佐町の工事現場内で、作業員が撤去

作業中に重機が横転し、負傷（右足骨折など）する事故を起こしたため。

南島原市工事請負契約に係る入札参加資格者指名停止の措置要領

第２条「別表第１第６項

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故）に該当
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